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 設計概要  設計概要

実 施

学習用端末更新に伴う現地対応業務委託

 変 更

( 元 )  

円

学習用端末更新に伴う現地対応業務 1.0式

 

履 行 期 間 等 契約締結の日から令和８年３月31日

（ 内 消 費 税 額 ） （ 円  ） （ 円 ）

円 円  

円  契 約 額

業　務　委　託　番　号 履行場所・納入場所

胎　内　市 大川町 地　内　ほ　か

実　　施　　・　　　元 変　　　　　　　更

設 計 額

調　　　査
学習用端末更新に伴う現地対応業務委
託

令和　７　年度 実施　設計書
設　　　計



消　　費　　税　　総　　括　　表

業務委託料計

　(18)＝ 　(21)＝ 　(24)＝
(10)+(11) (13)+(14) (16)+(17) (19)+(20) (22)+(23) 

委　託　費 (3）＝(1)+(2) (6）＝(4)+(5) (9）＝(7)+(8) 
　(12)＝ 　(15)＝

(22)*0.10
消費税　相当額 (2）＝(1)*0.10 (5)＝(4)*0.10 (8)＝(7)*0.10

消費税相当額

　(11)＝ 　(14)＝ 　(23)＝
(10)*0.10 (13)*0.10 (16)*0.10 (19)*0.10

　(17)＝ 　(20)＝

設　計
請　負

合　計 増減分 合　計 増減分

(16)
（１９）＝ （２２）＝

（７）*（６）/（３） （１０）-（４） （１６）*（６）/（３） （１９）-（１０）

学習用端末更新に伴う現地対応業務委託 （ 単位　：　円 ）

項　　目

実　　施 変　　更　　　（1回目） 変　　更　　　（２回目）

設　計 請　負 設　計
請　負

委託価格 (1) (4) (7)
（１０）＝ （１３）＝

委託価格計



No. 1

数 量 単位 単 価 金   額 数 量 単位 単 価 金   額

1 式 明細書

小計

消費税相当額

業務委託料計

  　胎　　内　　市

委　託　費　内　訳　書

実  施   設  計 変   更   設   計
適  用業務区分

学習用端末更新に伴う現地対応業務委託



単

位 数  量 単  価 金       額 数  量 単  価 金       額

学習用端末更新に伴う現地対応業務委託

人件費
式 1.0

旅費
式 1.0

消耗品費
式 1.0

廃棄処分費
式 1.0

一般管理費
式 1.0

単位あたり
式 1.0

  　胎　　内　　市

明   細   書

名     称
実  施  元  設  計 変   更   設   計

適    用
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学習用端末更新に伴う現地対応業務委託 仕様書 

 

 

１ 名称 

学習用端末更新に伴う現地対応業務委託 

 

２ 目的 

県域での共同調達により整備をする学習用端末について、各学校等に納品された端末

へのケース取付け等、現地対応業務を実施し、端末を円滑に使用できるようにすること

を目的とする。 

 

３ 委託期間 

契約締結の日から令和８年３月 31日 

 

４ 業務内容 

・各学校に納品された端末等の開梱 

・キーボード一体型ケース取付け 

・校内ＬＡＮ接続確認（各校３台程度） 

・市が指定する内容を記載したシールの作成及び貼付（１種類） 

・充電保管庫内の電源アダプタ等の付け替え 

・ipad本体の充電保管庫内への格納 

・梱包材等の回収・廃棄 

なお、各学校に納品される機器及び台数は以下のとおりであるが、納品台数について

は、若干の変動が生じる場合がある。 

 

【納品機器】  

品目 仕様 

学習用端末 iPad A16（Apple社） 

キーボード一体型ケース Rugged Combo4（ロジクール社） 

 

【納品台数】  

学校名 納品台数 

中条小学校 458 

胎内小学校 310 

きのと小学校 156 

築地小学校 188 

黒川小学校 164 

中条中学校 462 

乙中学校 117 

築地中学校 126 

黒川中学校 125 

胎内市教育委員会 51 

合計 2,157 
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６ その他 

(1)本業務の実施に必要となる資料は胎内市教育委員会が受託事業者へ提供する。 

(2)保守業務で知り得た ID、パスワード等の機密情報は適切に管理すること。 

(3)業務実施に当たっては、納品機器や施設設備を破損することのないよう配慮するとと

もに、万が一破損した場合は、受注者が負担し原状に復旧すること。 

(4)上記に定めがないものやその他疑義のある場合は、胎内市教育委員会及び関連業者と

十分に協議を行い、胎内市教育委員会の指示に従うこと。 

(5)本件に関する業務を第三者へ委託する場合は、あらかじめ胎内市教育委員会の許可を

得ること。 

 

 

○問い合わせ 

 胎内市 学校教育課学校教育係 

 TEL 0254-47-2711（内線 2319）  FAX0254-47-2935 

 


